
物品の調達について、次のとおり一般競争入札を行いますので、公告します。

平成２４年１月１９日

奈良県立五條病院長 松本 昌美

第１ 競争入札に付する調達の内容

１ 入札物件

低床電動ベッドの購入

２ 入札物件の数量・特質

奈良県立五條病院 低床電動ベッド１５式

３ 納入期限

平成２４年 ３月３０日（金）

４ 納入場所

奈良県五條市野原西五丁目２番５９号

奈良県立五條病院 各病棟

５ 入札方法

入札は、総計金額で行います。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に

当該金額の１００分の５に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数が

あるときは、その端数金額を切り捨てた金額とします。）をもって落札価格とします

ので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載

してください。

第２ 競争入札に参加する者に必要な資格

次に掲げる１から５までに該当する者が、この入札に参加することができます。

１ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない

者であること。

２ 奈良県物品購入等の契約に係る入札参加停止等措置要領による入札参加停止の措置

期間中でない者であること。

３ 奈良県における物品購入等に係る競争入札の参加資格等に関する規定（平成７年１

２月奈良県告示第４２５号）による奈良県における競争入札参加有資格者で、営業種

目Ｅ１の医療機器・用品で登録している者であること。

なお、新たに入札参加資格を得ようとする者は、第３の４に示す場所に入札参加資

格審査の申請を行ってください。

４ この公告に示した調達物品又はこれと同等の物品に係る製造実績又は納入実績があ



る者であること。

５ この公告に示した調達物品の規格に合致した物品及び数量を確実に納入し得る者で

あって、かつ、当該物品等に関し、迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が

整備されている者であること。

第３ 入札書の提出場所等

１ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、契約を担当する部課等の名称、入札説明

書の交付場所、入札参加資格の申請場所及び問い合わせ先

〒６３７－８５１１ 奈良県五條市野原西五丁目２番５９号

奈良県立五條病院総務課管財係

電話番号（代表）０７４７－２２－１１１２ 内線６０５

FAX ０７４７－２５－２８６０

２ 入札説明会の日時及び場所

行いません。入札説明書・仕様書は上記１の場所で交付します。

交付期間は平成２４年１月１９日（木）から平成２４年１月２７日（金）まで

の間の開庁日（土・日・祝日は除く）の午前８時３０分から午後５時まで

３ 入開札の日時及び場所

平成２４年２月１０日（金） 午後 ２時００分

奈良県立五條病院２階会議室

４ 入札参加資格審査の申請

〒６３０－８５０１ 奈良市登大路町３０番地

奈良県会計局総務課調達契約係（奈良県庁主棟１階）

電話番号（直通）０７４２－２７－８９０８

第４ その他

１ 契約の手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨とします。

２ 入札保証金

免除します。

ただし、落札者が契約を締結しない場合には、奈良県契約規則（昭和３９年５月奈

良県規則第１４号）第１１条の第２項に定めるところにより、入札金額の１００分の

５に相当する額を損害賠償金として納付しなければなりません。

３ 契約保証金

奈良県契約規則第１９条に定めるところによります。

４ 入札者に要求される事項



(1) この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書で示すとおり、第２の４及

び５に関し、調達物品適合規格承認申請をするとともに、調達物品又はこれと同等

の物品に係る製造実績又は納入実績証明書及び調達物品を確実に納入し得ることを

証明する書類等を所定の日時までに提出しなければなりません。

なお、入札参加者は、入開札日の前日までの間において、奈良県から提出書類等

に関し説明を求められた場合は、それに応じなければなりません。

(2) (1)の提出書類等に基づき第２の４及び５の規定に該当すると認められる者を入札

参加者とします。

(3) 入札者は、所定の入札書を作成し、封をした上、所定の場所及び日時に入札して

ください。

(4) 入札者は、その提出した入札書を引き換え、変更し、又は取り消すことはできま

せん。

第５ 入札の無効

この公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札、奈良県契約規則第７条に

該当する入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とします。

第６ 契約書作成の要否

要します。

第７ 落札者の決定方法

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とし

ます。

第８ 調達手続の停止等

この調達に関する苦情申立ての処理手続において、契約の締結若しくは執行を停止

し、又は解除する場合があります。

第９ 手続きにおける交渉の有無

有（入札説明書で示す調達物品適合規格承認申請の手続きが必要です。）

第10 契約の解除

契約締結後、契約者について次のいずれかに該当する事由があると認められるとき

は、契約を解除することがあります。この場合は、契約者は、損害賠償金を納付しな

ければなりません。

契約者の役員等（法人にあっては役員（非常勤の者を含みます。）、支配人及び(１)

支店又は営業所（常時契約に関する業務を行う事務所をいいます。以下同じ。）の

代表者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいいます。

以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成



３年法律第７７号。以下「法」といいます。）第２条第６号に規定する暴力団員を

いいます。以下同じ。）であるとき。

暴力団（法第２条第２号に規定する暴力団をいいます。以下同じ。）又は暴力団(２)

員が経営に実質的に関与しているとき。

契約者の役員等が、その属する法人、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目(３)

的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。

契約者の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供(４)

与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与してい

るとき。

及び に掲げる場合のほか、契約者の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的(５) (３) (４)

に非難されるべき関係を有しているとき。

この契約に係る資材及び原材料の購入契約等の契約（以下「購入契約等」といい(６)

ます。）に当たって、その相手方が から までのいずれかに該当することを知り(１) (５)

ながら、当該者と契約を締結したとき。

この契約に係る購入契約等に当たって、 から までのいずれかに該当する者を(７) (１) (５)

その相手方としていた場合（ に該当する場合を除きます。）において、本県が当(６)

該購入契約等の解除を求めたにもかかわらず、それに従わなかったとき。

この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受けたにもか(８)

かわらず、遅滞なくその旨を本県に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。

第11 その他

詳細は、入札説明書及び仕様書によります。


